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 ● 少子高齢化、核家族化、免許返納の進展を背景に、市内の高台エリアの住宅地では、日常

の移動に不便を感じる方が増えています。移動便益を確保し、外出機会・移動量を増やすこ

とは、健康増進、地域の活力向上に繋がります。便利な地域交通の導入を目指し、デマンド

型乗合タクシーの実証運行（道路運送法第 21条による乗合旅客運送）を実施します。 

 

 ● 運行区域及び期間 

  ・逗子アーデンヒル地区から東逗子駅 

  ・令和３年 10月 15日（金）から令和４年３月 31日（木）まで 

 

 ● 運行日及び運行時刻 

  ・毎日（12月 29日から１月３日を除く） 

  ・お出かけ便（アーデンヒル発）10：00、13：00、14：00、15：00 

   お帰り便（東逗子駅発）   12：40、13：40、14：40、15：40 

 

 ● 運賃（チケット制） 

  ・大人１人あたり   300円 

  ・障がい者及び小学生 150円 

 

 ● 運行車両 

  ・７人乗りのミニバン型車両（定員５名） 

 

 ● 運行事業者 

  ・逗子菊池タクシー株式会社 

 

【付属資料】 

資料：「アーデン GO」実証運行ご利用案内 

逗子市 ‐Press Release-  

逗子アーデンヒル地区～東逗子駅 

乗合タクシー「アーデン GO」の実証運行を開始します 

本件に関するお問い合わせ先： 

環境都市部環境都市課 青柳・坂本 

電話：046-873-1111 内線 451 


